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令和元年７月25日（木曜日）

午前９時57分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・学習指導要領の改訂について

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 安 田 厚 生

委 員 蓬 原 正 三

委 員 井 本 英 雄

委 員 濵 砂 守

委 員 有 岡 浩 一

委 員 日 髙 利 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 日 隈 俊 郎

副 教 育 長 亀 澤 保 彦

教 育 次 長
川 越 淳 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
黒 木 健 一

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

財 務 福 利 課 長 本 田 潤 一

育 英 資 金 室 長 重 盛 俊 郎

高 校 教 育 課 長 児 玉 康 裕

義 務 教 育 課 長 東 宏太朗

特別支援教育課長 酒 井 裕 市

教 職 員 課 長 黒 木 貴

生 涯 学 習 課 長 新 純一郎

スポーツ振興課長 萩 尾 英 司

高校総体推進課長 米 丸 麻貴生

文 化 財 課 長 四 位 久 光

人権同和教育課長 鎌 田 剛 史

図 書 館 長 中 原 光 晴

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 関 谷 幸 二

議事課主任主事 三 倉 潤 也

○渡辺委員長 おはようございます。ただいま

から文教警察企業常任委員会を開会をいたしま

す。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 なお、お断りを申し上げますが、

博物館長と美術館副館長については、本日の内

容が学習指導要領の説明であり、他の公務もあ

りますので出席を求めておりません。御了解を

いただければと思います。

それでは、日程につきましては、そのように

決定いたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時57分休憩

午前９時58分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○日隈教育長 おはようございます。教育長の
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日隈でございます。本日はどうぞよろしくお願

い申し上げます。

まず、説明に入る前に、おわびを申し上げま

す。

先日、新聞等で報道されましたけれども、県

立図書館において、本来外部に出てはならない

個人情報がホームページ上で閲覧可能となって

いたことが判明いたしました。

具体的な被害は出ておりませんが、現在、個

人情報のデータは全て削除しているところでご

ざいまして、また、本件に該当する方々にもお

詫びの電話を入れ、御了承をいただいたところ

であります。

このような不適切な事務処理等の発生により、

県議会を初め県民の皆様方の信頼を損なうこと

になりましたことを、心からおわび申し上げま

す。

今後は、このような事案が発生しないよう、

適切な事務処理の徹底に努めてまいりたいと考

えております。

それでは、この後は、座って説明させていた

だきます。

本日御報告させていただきます項目について、

説明いたします。お手元にお配りしております

文教警察企業常任委員会資料の表紙の下の目次

をごらんください。

今回、その他報告事項といたしまして、学習

指導要領の改訂についての１件を御報告させて

いただきます。

詳細につきましては、この後、担当課長から

説明させますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○東義務教育課長 学習指導要領の改訂につき

まして、目次に沿って説明いたします。

初めに、目次の表紙の裏面をごらんください。

学習指導要領改訂に関するスケジュールであり

ます。

学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受

けても、一定水準の教育を受けられるようにす

るため、文部科学省が法令等に基づき、各学校

の教育課程、いわゆるカリキュラムを編成する

際の基準を定めたものであります。

学習指導要領の改訂は、約10年ごとに行われ、

今回の改訂では、令和２年度から小学校及び特

別支援学校小学部、令和３年度から中学校及び

特別支援学校中学部、令和４年度から高等学校

及び特別支援学校高等部で、それぞれ実施され

る予定となっております。

続きまして、資料の１ページをごらんくださ

い。学習指導要領の改訂の基本的な考え方につ

いて御説明いたします。

（１）の基本的な考え方のうち、①から③ま

では、全ての校種を通した考え方が示されてお

ります。

①では、生きる力を目指し新しい時代に子供

たちに求められる資質・能力を一層確実に育成

すること、②では、その資質・能力につきまし

て、社会と共有し連携しながら社会に開かれた

教育課程を重視すること、③では、知識の理解

の質をさらに高め、確かな学力を育成すること

が示されております。

④からは、校種ごとに示されており、④の小

・中学校では、豊かな心や健やかな体の育成、

⑤につきましては、高等学校では、いわゆる大

学入試を含め一体的に進める高大接続改革、⑥

・⑦の特別支援学校に関しましては、幼・小・

中・高の教育課程との連続性の重視、さらに卒

業後の自立と社会参加に向けた充実について示

されております。

次に、（２）何ができるようになるかという点

令和元年７月25日(木)



- 3 -

が、今回、明確化されております。

１点目は、知識・技能の習得についてであり

ます。

２点目は、思考力・判断力・表現力等の育成

についてであります。

３点目は、学びに向かう力の涵養が示されて

おります。

最後に（３）主体的・対話的で深い学び、い

わゆるアクディブラーニングと言われるもので

ありますが、この視点からの学習課程の改善に

ついて示されております。

小・中学校において、新しい時代に求められ

る資質・能力を育成し、高等学校において、未

来のつくり手として子供たちを送り出していく

ことが、これまで以上に求められることから、

主体的な学び、対話的な学び、深い学びの３つ

の視点から学習課程や授業の改善が示されてお

ります。

主体的な学びとは、興味や関心、見通し、粘

り強い取り組み、学習の振り返り等を通しまし

て、次につなげる学びのことを言っております。

対話的な学びとは、子供同士の協働や地域の

方々との対話、先哲の考えなどを通しまして、

自己の考えを広げ深める学びのことを言ってお

ります。

深い学びにつきましては、学びの中で、各教

科の見方・考え方を働かせて、より深く理解を

したり、考えを形成したり、解決策を考えたり、

思いや考えをもとに想像したりすることに向か

う学びのことを言っております。

以上が改訂の基本的な考え方であります。

続きまして、資料２ページをお開きください。

ここからは、各校種別の改訂のポイントにつ

いて説明いたします。

まず、小・中学校の改訂のポイントについて

説明いたします。

１点目が、言語能力の確実な育成であります。

国語科におきまして、情報を正確に理解し適

切に表現する力の育成を図るとともに、各教科

において学習の基盤としての言語活動を充実さ

せることが示されております。

学習の基盤としての言語活動とは、具体的に

は理科における実験レポートを作成したり、社

会科において、立場や根拠を明確にして議論を

したりする活動を言います。

２点目が、理数教育の充実であります。

算数・数学において、日常生活等から問題を

見いだす活動や、理科において、見通しを持っ

た観察・実験などを充実させることで学習の質

を向上させること。加えて、算数・数学科にお

ける統計教育の充実、理科における自然災害に

関する内容の充実が示されております。

３点目が、伝統や文化に関する教育の充実で

あります。

国語科における我が国の言語文化の指導や、

社会科における県内の文化財や年中行事につい

ての指導を充実させること、音楽科における我

が国や郷土の音楽等の指導、保健体育科におけ

る武道の指導、技術・家庭科における和食や和

服等の指導の充実が示されております。

４点目が、道徳教育の充実であります。

道徳は特別の教科として教科化されましたが、

道徳的価値を自分事として理解し、多面的・多

角的に深く考えたり、議論したりする道徳教育

の充実が示されております。

５点目が、体験活動の充実であります。

全ての学習の場面において、生命の有限性や

自然の大切さ、挑戦することや他者との協働の

重要性を実感するための体験活動を充実させる

とともに、自然の中での集団宿泊体験活動や職
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場体験の重視などが示されております。

６点目が、外国語教育の充実であります。

今回、小学校の中学年で週当たり１時間程度

の外国語活動、高学年で週当たり２時間程度の

外国語科が導入されます。国語教育との連携を

図りながら、小・中・高等学校の一貫した学び

を充実することが示されております。

７点目のその他といたしまして、４つが示さ

れております。

１番目の初等中等教育の一貫した学びの充実

におけると書いてありますが、ここで申します

初等中等教育とは、幼・小・中・高・特別支援

教育を意味しており、それぞれの学校段階間の

円滑な接続を重視することが示されております。

２番目の主権者教育等の充実、３番目のプロ

グラミング教育を含む情報活用能力の充実につ

きましては、今日的な課題を背景とした教育の

充実を図ることが示されております。

最後の４番目の児童生徒発達の支援の充実に

つきましては、特別支援学級や通級による指導

など、障がいに応じた指導や日本語の習得に困

難のある児童生徒、不登校の児童生徒などへの

支援の充実が示されております。

小・中学校のポイントにつきましては以上で

あります。

○児玉高校教育課長 続きまして、資料３ペー

ジをごらんください。高等学校の改訂のポイン

トについて説明いたします。

１点目として、今回の改訂では、国語科や地

理歴史科・公民科において、科目の再編や新設

が行われるとともに、全ての高校の学科で選ぶ

ことができる教科として理数が新設されるなど、

教科・科目構成の見直しを行うこととしており

ます。

２点目の言語能力の確実な育成ですが、小・

中学校から引き続き、国語科における、情報を

的確に理解し、効果的に表現する力の育成や、

立場や根拠を明確にして議論することなど、学

習の基盤としての、各教科等における言語活動

を充実させることが示されております。

３点目ですが、数学・理科においては、日常

生活等から社会との関連を重視するとともに、

見通しを持った観察・実験を行うなど、科学的

に探究する学習活動の充実により、学習の質を

高めることとしております。さらに数学におい

ては、数学的な見方や考え方を育成する観点か

ら、統計教育の充実も図られます。

また、将来、知の創出をもたらすことができ

る人材の育成を目指し、探究的科目として理数

探究基礎及び理数探究を新設するなど、理数教

育の充実を図ることとしております。

４点目の伝統や文化に関する教育の充実です

が、小・中学校での学びを踏まえ、国語科では

我が国の言語文化に対する理解を深める学習を

充実し、地理歴史科では我が国の文化の特色、

公民科では我が国の先人の取り組みや知恵、保

健体育科では武道、家庭科では和食、和服及び

和室などについて学ぶことで、日本の伝統的な

生活文化の継承・創造に関する内容の充実を図

ることが示されております。

５点目の道徳教育の充実といたしましては、

道徳教育推進教師を中心に、全ての教師が協力

して道徳教育を展開することが新たに規定され

ております。

６点目の外国語教育の充実ですが、総合的な

言語活動を通して、聞くこと・読むこと・話す

こと・書くことの４技能の力をバランスよく育

成するための科目や、発信力の強化に特化した

科目の新設を行うとともに、小・中・高等学校

の一貫した学びを重視することが示されており
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ます。

７点目の職業教育の充実においては、望まし

い勤労観、職業観の育成や、職業人に求められ

る倫理観に関する指導の充実を図ることとして

おります。

また、持続可能な社会の構築や情報化の一層

の進展、グローバル化などへの対応の視点から

各教科の教育内容の改善や、産業界で求められ

る人材を育成するための教科の新設を行うこと

が示されております。

このほかにも、初等中等教育の一貫した学び

の充実や、主権者教育、消費者教育、防災・安

全教育などの充実、プログラミング教育を含む

情報教育、特別支援学級や通級による指導など

障がいに応じた指導や日本語の習得に困難のあ

る児童生徒、不登校の児童生徒に対する子供た

ちの発達の支援も重要事項として示されており

ます。

説明は以上でございます。

○酒井特別支援教育課長 続きまして、資料４

ページをお聞きください。

特別支援学校の改訂のポイントを説明いたし

ます。

まず、学習指導要領の改訂の基本的な考え方

で御説明しました小学校・中学校・高等学校の

改善・充実の方向性を重視した上で、特別支援

学校は、これから説明します３つの観点で改訂

が行われております。

最初に、（１）学びの連続性を重視した対応と

しまして、重複障がい者等に関する教育課程の

取り扱いについて、基本的な考え方が示されて

いますが、その中で、子供たちの学びの連続性

を確保する視点から、各教科等について、前の

学年の目標や内容にかえることができるという

ことなどが示されました。

また、知的障がいについて、各教科等の目標

や内容が、小・中・高の各学部や各段階、幼稚

園や小・中学校とのつながりが強調されていま

す。

例えば、これまで１段階だけで示されていた

中学部の各教科が２段階となったり、小・中学

部の各段階に目標が設定されたりするなど、段

階ごとの内容が充実したものとなっております。

また、小学部の教育課程に外国語活動を設け

ることができることや、知的障がいの程度や学

習状況等の個人差が大きいことを踏まえ、小学

校等の学習指導要領を参考に指導ができるよう

示されたところです。

次に、（２）一人一人に応じた指導の充実とし

まして、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、

病弱の子供を対象とした特別支援学校におきま

して、それぞれの障がいの特性に応じた指導上

の配慮事項が充実されるとともに、コンピュー

タ等のＩＣＴ機器の活用などについて、配慮事

項が充実したものとなっております。

また、特別支援学校の指導の領域である自立

活動の内容として、発達障がいを含む多様な障

がいに応じた指導を充実するため、新たな項目

として、障がいの特性の理解と生活環境の調整

に関することなどと示されております。

さらに、（３）自立と社会参加に向けた教育の

充実としまして、卒業後の視点を大切にしたカ

リキュラム・マネジメントを計画的・組織的に

行うこと、早期からのキャリア教育の充実を図

ること、生涯学習への意欲を高めることや、生

涯を通じてスポーツ等の活動に親しみ、豊かな

生活を営むことができるよう配慮することが新

たに示されたところです。

また、障がいのない子供との交流及び共同学

習の充実、さらに、知的障がいのある子供のた
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めの各教科の内容の充実として、例えば、算数

・数学科においては、数学を学習や生活で生か

すことなどが示されております。

学習指導要領の改訂についての説明は以上で

ございます。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。質疑はございませんでしょうか。

○井本委員 学習要領が改訂された大きな背景

は、どのようなものがあるんですか。

○東義務教育課長 改訂の背景につきましては、

ソサエティー5.0のように、社会情勢の大変急激

な変化により、これから子供たちが、将来、ど

のような職につくかわからない状況の中で、こ

れから生きていくために必要な能力や資質を育

成するということで改訂がなされたと考えてお

ります。

○井本委員 ＰＩＳＡも、ある程度は前提とし

て組まれておるんでしょうか。

○東義務教育課長 ＰＩＳＡの調査等の結果も

踏まえて出されているものと考えております。

○井本委員 学習指導要領は、中央教育審議会

で決められたものですよね。

基本的に、教育する権利は、最高裁の判決で

は、その父兄も含めた全ての親にあるというこ

とに、多分なっていたと思うんだけれど、中央

教育審議会だけで教育の内容を決めるというの

は一方的な感じもするが、その辺の批判はない

のかね。

○東義務教育課長 教育権につきましては、国

家なのか国民なのかという議論がございました

が、この学習指導要領につきましては、大まか

な教育内容を大綱的に定め、必要最低限の指導

基準として示されているもので、学校、地域や

教員の多様性というものも認めているというこ

とで理解しております。

○井本委員 やはり戦前に、国が教育をいろい

ろ決めて、その反省があって、そもそも教育を

分離するということが行われたわけですよね。

その反省があるのに、果たして中央教育審議

会だけで教育のあり方を決めていいのかな。

国民的な議論の中から、教育の内容が決められ

たのだったら、いいのだけれど、勝手に自分た

ちで決めて、それで是としていいのかなという

気持ちがあるものだから、その辺はどうなのか

ね。

○東義務教育課長 学習指導要領につきまして

は、先ほど申しましたように、大まかな教育内

容が決められているということで、多様性が認

められていると感じております。

ですので、地域や子供の実態に合わせた……。

○井本委員 大まかはわかるけれど、それが決

められれば、やはり守らなければいけないとな

るでしょう。そこを言っているのであって。次

長はどう考えているの。

○黒木教育次長（教育振興担当） 学習指導要

領の性格について、今、義務教育課長が言った

とおりでありますが、委員が言われた、学習指

導要領を作成するまでの過程なんですけれども、

中央教育審議会に諮問をしまして、中央教育審

議会が決めるというよりも、中央教育審議会が

答申を出し、それを踏まえて文部科学大臣が定

めると法的になっております。

その中央教育審議会の委員については、いろ

んな立場の方々が委員となっており、そういっ

たような声も反映されて、答申が出され、それ

に基づいて学校教育法に沿って文部科学大臣が

基準として定める。そして、それを国事として

国民に知らしめるといった流れになるかと思い

ます。

○井本委員 国民の意見が反映されていると
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思っているわけですね。

○黒木教育次長（教育振興担当） 中央教育審

議会の中で、それも踏まえての議論がなされて

答申が出されて、それを踏まえて文部科学大臣

が決定していることになろうかと思います。

○井本委員 建前はそうなっているのかもしれ

ないけれど、やはり教育権というのが、国家だ

けじゃなくて、昔、旭川学テ事件で判決が出て、

とにかく全ての親に、大人に教育権があるんだ、

たしかそういう判決だったと思うんだけれど。

その辺も、本当に実践しているのかが、ちょっ

と心配なものだから。

あと、学問の自由は、憲法で基本的に保障さ

れているわけです。自由なのだから、国家がこ

んな教育しなさいと規定することが、ちょっと

大丈夫かという気がするものだから。これはい

いです。これ以上言ってもしょうがない。

それで、３番目の主体的・対話的で深い学び

の視点からと書いてあるんだけれど、いわゆる

数値化されない学力─根性とか、コミュニケ

ーション力とか─非認知能力。これを言おう

としているんでしょうか。

○東義務教育課長 非認知能力につきましては、

幼児教育から大変大事だという背景がございま

して、それで、主体的・対話的で深い学びとい

う段階を通じて、コミュニケーション能力であっ

たり、我慢する力であったり、そういうものが

培われていくものと考えております。

○井本委員 最初の行のところに、知識の量を

削減せずと書いてあるでしょう。これは、やは

り知識は、例えば家を建てるときの材木、材料

だと思うんです。

材料をたくさん集めてきて、その材料で家を

建てていく。建てていくときには、いろんな考

えで建てていくんだけれど、その材料を仕込ま

ないと、家は建てられんわけです。

だから、いろんな考え、深い考え、学びをす

るにしても、知識がなくては、私はできないと

思うんです。

だからその辺を度外視して、最初からアクティ

ブラーニングかというと、私は、やはり最初の

小さなころは、知識を詰め込むことはあっても

いいんじゃないか。それが段階的にその知識を、

詰め込んだ材料でいろいろ考えていくというこ

とに、してあるのかどうか。

○東義務教育課長 委員御指摘のとおり、知識

と技能が、今回の改訂の中での最初の資質能力

の一つ、柱になっております。

おっしゃったように、これまでは知識・技能

を一遍的に教えたり、覚えたりというものが大

変多かったと。そこを踏まえて、今回の知識・

技能につきましては、例えば中学校の理科なら、

生物の体のつくりを単に暗記して覚えたりとい

うことではなく、それと同じように生命の連続

性や命に有限性があるものだというものを一緒

に教えていくことで、次の思考・判断につながっ

ていきますので、知識のところは重視しながら

進めるというふうに示しております。

○井本委員 だから、狙いはわかるんだけれど、

果たしてそれだけの時間なり、あるいは余裕が

あるのか。自分の経験からすると、とにかく知

識を詰め込むだけで精一杯だったという感じが

するんだけれども、果たして詰め込んだ知識を

利用して、いろんなものを考えられるのか、余

裕はあるのかなという気はするんですが。狙い

はわかるんだけれどもね、大丈夫かなという気

がするんだけれど、大丈夫ですか。

○東義務教育課長 確かに今回の学習指導要領

で、時数的には、小学校が全体で140時間ふえて

いるんですが、その分、これまでの学校の先生
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が自分で子供たちに教えるという考え方を少し

変えまして、開かれた教育課程、カリキュラム

・マネジメントを取り入れなさいということに

なっております。

カリキュラム・マネジメントでは、最初から

決められた教科で教えるのではなく、教科を統

合して教えたり、専門的な地域の人をできるだ

け学校に呼んで、プロから子供たちが直接学習

するような場面を取り入れなさいというカリ

キュラム・マネジメントの重視が学校にも伝

わっているところであります。

○井本委員 わかりました。

それから、２ページの外国語の充実なんだけ

れど、これはもう一回段階を下げたのか。今ま

では小学校５年からだったものを、もう一回下

げるということでしょう。

今までうまくいっていたのか。うまくいって

いないから下げたのかわかりませんが、これに

対しても、いろいろ批判する本がたくさん出て

いるけれど、私も今、勉強しています。今度は

一般質問でそれをやろうと思っていますけれど

も、うまくいっていないのに、また輪をかけて

うまくいかなくする方法を考えているんじゃな

いかと、私はどうも心配なんだけれど。まあ、

これはいいでしょう。

それからもう一つ、高等教育の改訂のポイン

トの最初の１です。今度、これを新設したとい

うんだけれど、これはどういうことでそうした

んですか。

○児玉高校教育課長 先ほどから義務教育課長

からございますように、今回の学習指導要領は、

小・中学校や高校で教えなければならない最低

限の学習内容を定めているわけですけれども、

今回の改訂では、グローバル化や人口減が進む

と予想される中、子供たちが学校で何を学ぶべ

きかを示したものでありますが、特に高校では、

ＡＩなどの技術革新で職業像が一変する可能性

が指摘される中、進学や就職選びに大きくかか

わることとなります。

10年後を予測することは難しいわけですけれ

ども、今回は大学入試改革が先行する形で、指

導要領のあり方が議論されまして、知識・技能

はもちろんなんですが、それだけではなく、思

考力・判断力・表現力といった資質能力を強く

意識して、新たな科目等を新設しているところ

でございます。

例えば、国語について申し上げますが、これ

まで、国語は現行の指導要領の中では、国語総

合という科目のみが必修科目でございましたが、

新学習指導要領では、科目名で言いますと現代

の国語という、これは実社会を生きるために必

要な言語能力の育成に重きを置いた科目でござ

います。

この科目と、もう一つ言語文化、これは万葉

集の時代から現代につながる我が国の言語文化

への理解を深めるという科目、この２つの科目

が必履修科目とされるところでございます。

そのほか、地理・歴史につきましても、現在

は世界史だけが必履修科目で、日本史と地理は

選択科目となっておりましたが、新学習指導要

領では世界と日本の歴史のかかわりを学ぶ歴史

総合という新たな科目ができまして、それが必

履修科目になります。

もう一つ、環境問題などの地球規模の課題を

考えていく科目は地理総合という科目名になり

ますが、この地理総合と歴史総合という２つの

科目が必履修となって、公民・英語についても

同様に新しい科目等ができているところでござ

います。

○井本委員 わかりました。
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○有岡委員 この指導要領が変わることによっ

て、学校の先生方も、またいろいろ、新しく勉

強していくと思うんです。

そういうときに、教育研修センターで、来年

度から３年間ぐらいかけて、いろいろカリキュ

ラムを変えながら取り組んでいかれると思うん

ですが、その辺の連携について、きょう、来て

いらっしゃればお伺いしたいと思うんですが、

教育研修センターは、来られているんですか。

○渡辺委員長 教育研修センターはいつも来て

いないので、担当課になります。

○東義務教育課長 私からお答えします。

学習指導要領の改訂の周知・徹底等について

の研修でありますが、研修等につきましては、

研修センターが先行して、いろいろなプログラ

ミング教育や外国語活動などを研修体系の中に

組み込んで準備をしているところであります。

○有岡委員 その中で、例えば高等学校の理数

探求基礎という新しい項目が出ておりますが、

こういったことについても３年かけて準備して

いかれるのか。僕たちの認識では生物・化学・

物理・地学ですか、こういったものをまだまだ

充実していかなきゃいけないと思っている中に、

また数学まで兼ね合わせて新しい取り組みをす

るということで、なかなか現場は混乱するのか

なと感じたんですが、ここら辺の取り組みが具

体的にあれば、教えていただきたいと思います。

○児玉高校教育課長 今、委員がおっしゃられ

ました理数探求基礎につきましては、実験や調

査の手法であったり、統計処理の方法などの知

識や技能を身につけさせる内容ですが、実はこ

れにつきましては、現行の総合的な学習の時間

等の中でも一部実施されております。

また、今度の新学習指導要領で、総合的な学

習の時間は総合的な探求の時間という科目にな

るわけですけれども、実は移行期間の中で、今

年度から教科書を利用しないで実施することと

なっております。

ですので、この理数探求基礎と総合的な探求

の時間の内容は重なるところがありまして、現

在、各高校においても、そういった探究活動と

いうのは進んできております。

専門学科等が集まって発表会を行ったり、あ

るいは担当者を集めて研修発表会とかもやって

おりますので、特に、これにつきましては混乱

はないものと理解しております。

○有岡委員 ぜひよろしくお願いします。

もう一点、先ほど、カリキュラム・マネジメ

ントのお話が出まして、子供たち、特に中学・

高校生の将来の希望で、最近はプログラマーや

ゲームクリエイターなど、新しい職種に対する

希望がふえてきております。そういった意味で、

中学でもそうですし、高校でもプログラミング

の教育をどの程度できるのか。例えば外部の方

から専門的な指導を受けるとか、どのような取

り組みをされていくのか、見通しをお伺いしま

す。

○東義務教育課長 今回、小学校でプログラミ

ング教育が導入されますが、プログラミング的

な思考を育てるということで、自分が望んだ活

動が実現するために、どのような組み合わせな

ら、望んだ活動につながるのかを論理的に考え

る力を育成するということで、具体的には、小

学校の高学年で、算数の中で多角形を自分でプ

ログラムして五角形・六角形をつくったり、そ

のようなプログラミング教育になります。

ですので、専門的な方が来てというのは、小

学校ではない状況であり、中学校で、それを技

術・家庭科の中で、プログラムで制御したりと

いう学習につながっていくと考えております。
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○児玉高校教育課長 高校におきましては、こ

の新学習指導要領の情報Ⅰの中で、プログラミ

ングについては行われますが、現在、その情報

に関する科目は選択必履修になっており、ほと

んどの普通科高校が、プログラミングの内容を

含まない科目を選択している状況でございます。

ただ、委員がおっしゃられましたように、今

度の新学習指導要領では情報Ⅰが設定されて、

全ての生徒がプログラミングであったり、情報

セキュリティーを含むネットワークであったり

を学習することになります。

ただ、これまで行われてきた情報教育のオー

ソドックスな内容を一通り含みながら、さらに

発展した内容を追加するのが情報Ⅰと言われて

おります。

ですので、情報Ⅰに関しましては、ほとんど

の学校では対応は可能だと思いますが、情報Ⅱ

につきましては、情報Ⅰを履修した生徒が追加

で履修する発展的な内容となりますので、この

辺の指導については、今、委員がおっしゃられ

ましたような懸念もございますので、事務局と

しても考えていくということになろうかと思い

ます。

○有岡委員 恐らく子供たちの夢がどんどん広

がる中で、そういった専門的な知識が必要だと

いう時期が来ると思いますので、またお願いし

ます。

次に特別支援学校の関係でお尋ねします。

（１）の中で、小・中学校の各段階に目標設

定ということで書かれておりますが、この目標

設定というのは先生方がつくられるという意味

でしょうか、それとも保護者や、その生徒さん、

いろいろ話し合って、そういう目標設定をされ

るのか、そこら辺の流れをお伺いいたします。

○酒井特別支援教育課長 この目標というのは、

それぞれの教科の段階ごとの、子供たち全体の

目標ということでして、個々の目標とはまた別

になっております。

全体を大きく取り上げているので、やや抽象

的ですけれども、教師が指導する上での目標と

いうことになっておりまして、そのもとで、個

々の子供の目標については、個別の指導計画等

で保護者の方と一緒に話し合いながら設定して

いくことになっております。

○有岡委員 一つの意見ですが、そういった目

標をリストにして、例えば常に見えるようにし

て、達成したら消していくとか、何かそういう

達成感を味わいながら子供たちが成長できると

いいなと思いますので、また、いろいろ工夫し

ていただければありがたいと思います。

最後に、基本的なことをお尋ねしたいと思い

ますが、総合政策部からいただいた内部評価シ

ートの中で、子供たちの学力について、現状を

評価されているのですが、全国学力テストの関

係でいきますと、三角の140という達成度があっ

て、ここ数年で、やっぱり伸び悩んでいると。

体力も伸び悩んで、読書の関係も伸び悩んでい

るということで、なかなか現状としては、厳し

い現状があるのかなと見ております。そういう

中で、こういうカリキュラムがまた新しく変わっ

てくると。

ですので、やはり今の現状をしっかり把握し

た上で新しい取り組みをしないと、後手後手に

なってしまうような気がするんです。そういっ

た意味で、この現状はどう受けとめて、次に進

もうとしていらっしゃるのか、その辺の基本的

なことをお尋ねしたいんですが。

○東義務教育課長 全国学力調査の結果に基づ

く評価ということで、ここ数年、全国平均より

も、やや低い状況が続いております。
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委員がおっしゃるように、その課題について

分析をしながら、少しずつ進めているところで

すが、今回、学習指導要領の改訂もありますの

で、分析の仕方をもう少し視点を変えて、やは

り新しいことに取り組んだり、学校の先生の負

担も考えながら、今までの取り組みを違うもの

に変更したりと改善を加えていきたいと考えて

おります。

○有岡委員 よろしくお願いします。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

では、勉強不足ですごく基本的なことを伺う

んですが、高校の改訂を見ていると、さっき御

説明があったように、国語科の中に現代の国語

とか言語文化とか論理国語とか、いろいろ出て

くるじゃないですか。

これは、例えば、今、大学入試のセンター試

験でいうと、国語Ⅰとか国語Ⅱとか、そういう

科目がこういう名前の科目に変わっていくとい

う理解をすればいいのかということが１点。

あと、その共通教科としての理数というのが

出ていますけれど、教科ということは、その国

語とか数学とかと同じような位置づけで理数と

いうのが生まれると理解して、例えば大学入試

に関しても、その理数という教科ができてきた

りするということになるのか。接続のときのイ

メージが、もう一つつかめないんですが、それ

はどうなると理解したらいいんでしょうか。

○児玉高校教育課長 まず、最初の御質問です

が、新しい科目でのテストに変わっていくと理

解していただいてよろしいかと思います。

２つ目の御質問ですけれども、理数につきま

しては、現行ではいわゆる、例えば西高の理数

科であったりとかいうような、専門学科が選択

する理数という教科がございました。

それと、今回できる理数というのは、どの学

科、全日制の普通科であっても選択できる教科

としてできます。

ですので、いろんな学科がとれる理数という

教科と、主に専門学科等が履修する理数と、実

は２つあるということになります。

理数を大学入試に入れるかは、まだ未定でご

ざいます。

○渡辺委員長 何となくわかりました。とにか

く、その大学入試等も含めて、今まで経験があっ

た受験区分とは、大分、形が変わっていくと理

解していたらいいのかなと思いました。

あともう一つ、職業教育のところで、丸３つ

目の産業界で求められる人材を育成するための

教科を新設と書いてあるんですが、高校はもう

少し移行までに時間があるから、これから具体

的に詰まるということなのか。もう既に具体的

に決まっているのであれば、その御説明を聞き

たいということと、あわせて学習指導要領の話

は話としていいんですが、これに基づいて宮崎

県内の高校でも教育が行われるときに、今、職

業系高校を出られた高校生の県内定着は、県政

にとっても大きな課題となっていますけれども、

これを好機と捉えて、さらに拍車をかけたりと

か、深みを増すというような意識のもとに進め

ることができ得るのか否かを、あわせて教えて

いただければと思います。

○児玉高校教育課長 職業教育の充実につきま

しては、職業体験等を通じた望ましい勤労観、

職業観の育成ということが指導要領の総則の中

にもうたわれております。

説明資料にございました、産業界で求められ

る人材を育成するための科目といたしましては、

例えば工業科において船舶工学という科目で

あったり、商業科において観光ビジネスという

科目であったり、家庭科においては総合調理実
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習であったりというような科目が新設されて、

より実際の職業に近い内容が学べるということ

になっております。

後半の御質問ですが、言われましたように、

そのような科目を学習していくことで、もちろ

ん県内就職につきましては、県内の企業等を知

るところが一番大きな関連性があるかと思いま

すけれども、その２つが相まって、県内就職率

を向上させていく方向にはつながっていくと考

えております。

○渡辺委員長 わかりました。一番上の丸のイ

メージに、望ましい勤労観云々から始まるとこ

ろに引っ張られて、もうちょっと土台となる職

業人としてみたいなものを、工業高校や商業高

校などで、ベースとなるような、教育を施す教

科が生まれるのかと理解をしていましたが、そ

ういうことじゃなくて、どちらかというとより

専門的な教育を施すような科目を用意していく

という理解でいいということですか。

○児玉高校教育課長 そういうことでございま

す。

○渡辺委員長 わかりました。

ほかにございませんか。

○井本委員 学習指導要領とは直接関係ないか

もしれんけれど、教育の基本は、やっぱり意欲

を持たせることだと私は思うんです。

私も、学生時代に塾のバイトをやったことが

あるんですが、いかにしてやる気にさせるか、

意欲を持たせるかが一番大切だなと、つくづく

思ったんです。

だから、今度の指導要領もそういう点から見

ると、いかにしてやる気にさせるかという観点

からつくられているといっても、間違いないと

思うんです。

しかし、やる気にさせるのは、非常に難しい

というか、きょうは現場にいる先生たちがたく

さんおるんでしょう。恐らく先生たちも、どう

やって意欲を持たせるか、やる気にさせるかと

いうのを、苦しんできたんじゃないかなと私は

思うんだけれど。

今度は、例えば知識とか技能とか、認知の確

かな学力をやるために、主体的な、対話的な、

こういうやり方をすれば意欲が湧くのか湧かな

いのか、恐らく、そういう観点からこれをやら

せようとしているんだろうなという感じはする

んだけれども、果たして、こうやれば、うまく

意欲がみんなに湧いてくるものなのかどうか。

人の能力というのは、あんまり変わらんので

すよ。やる気になるかどうか。はっきり言って、

やる気になるかどうかで随分変わります。

私も、やっぱり塾でやっていて、今まで、全

然、数学や算数やら弱かったのが、それを褒め

て、「いいぞ、やれるぞ」と言って教えてやった

ら、本当に変わるのを見て、意欲次第で全然変

わるもんだなと思いましたけれど。

その辺のことを言ってもしょうがないのかも

しれんけれど、どんなふうにして引き出そうと

しているのか、その辺はどうですか。

○児玉高校教育課長 ちょっと回答にならない

かもしれないんですけれども、確かに、今、委

員が言われましたように、やる気というのは、

なかなか教えられるものではなくて、育ててい

かないといけないと思っているわけですけれど

も、学校の現場でも、親や先生に強制的にやら

されて、嫌々やっている限りは、本当の意味で

の学力はつかないんだよという話がなされてい

るところでございます。

何でだろうって、わからないけれどおもしろ

そうだから、先生や友達に聞いてみようかなと

いう気持ちにならないと、本当の学力はつかな
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いという話をしています。

それを、より生徒の心に落とすために、いろ

んな場面で先生方は話される場面があるんです

が、そういった話の中で、例えば有名な、これ

は東京大学の帰国子女に対する入試問題だった

んですが、「もし、地球が東から西に自転したと

したら世界は現状とはどのように異なっていた

と考えられますかと、幾つかの視点から考察し

なさい」と、こういった大学入試問題が出るん

だと。

この問題に答えるためには、本当に生物学で

あったりとか地学であったりとか、物理や地理、

さらには文学や哲学といったようないろんな知

識を総動員しなければ、これに回答していくこ

とはできない。

今、子供たち、生徒たちが勉強していること

は、そういった問題に答えることができる学力

をつけるためであるというような話が、現場の

ではされているということで、全く回答にはな

らないのですが、委員が言われましたようなや

る気を育てる、やる気を起こさせるというのは、

本当に現場にとっても、みずから求め、みずか

ら学ぶ子供たちを育てるというのが、一番のか

なめになっていると思います。

○井本委員 恐らく、きょう、先生方それぞれ

に経験があると思うんです。やる気にさせるこ

とができた経験。案外そういうものを一遍集め

てみて、そしてみんなで共有することもやって

みていいんじゃないかという気がするんですが、

教育長、どうですか。

○日隈教育長 今、各答弁の中で申し上げたと

おり、この学習指導要領については、国から示

された必要最小限の指針ということで、各教員

にとってはこれがベースになりますので、井本

委員がおっしゃったとおり、それをどう生かし

ていくかについては、やはり本人の意欲や気持

ちの部分も含めて、その人間がどう育っていく

のかが、非常に大きいところがあろうかと思い

ます。

教育自体も、戦後、確かにおっしゃったとお

り、憲法の問題から制定に始まって、そして義

務教育国庫負担が３分の２の時代があって、そ

して２分の１になって、現在３分の１しか国が

負担してくれない時代においての指導要領です

から、国と地方の議論でも地方の独自性がうた

われている中、各地域での課題についても、地

域なりに、この指導要領も踏まえながら、各地

域をどうしていくかということで、教育にも取

り入れていこうという動きが出てきております。

世界的に見ても、30年前の状況とかなり変わっ

てきていて、日本は失われた30年と言われてい

ますね。30年前、世界の企業ランキングには、

日本の企業がばーっと上のほうに上がっていて、

１位のＮＴＴから始まってトヨタとか、ずっと

入っていたんだけれど、今はほとんど入ってい

ない。

今は、世界ランキング１位はＡｐｐｌｅ、そ

してＡｍａｚｏｎ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔですか、

なかった企業ですよね。そういう企業が世界を

席巻していることを考えると、新しい感覚で、

これからの子供たちが産業を起こしてという視

点が、今回、この指導要領にも、実はもう入っ

てきているということですけれども、こういっ

たものを踏まえて、基礎学力をしっかり─井

本委員からは知識という言葉でいただきました

けれども、知識もしっかり踏まえた上で、それ

をどう生かしていくか。こだわりとか熱心さと

かいうことも含めて、誰にも負けないような技

術を提供できるような業が起こせれば、これは

相当な企業になるだろうという期待も含めて、
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こういう指導要領ができていて、そこをどう引

き出していくかが、それぞれ地域間競争も含め

て、我々の教育に求められているところなのか

なと思います。

宮崎県教育委員会も、しっかり頑張ってまい

りたいと考えております。

○井本委員 やる気というのは一種の非認知能

力なんです。これをいかに醸成するかを、恐ら

く先生をやられた方たちは、みんなそういう経

験を持っているはずだと思うんです。

だからそれを、ある程度、宮崎の力として結

集してみてはどうかなと私は思うもんだから、

一度その辺を考えてもらえたらなと思います。

よろしくお願いします。

○渡辺委員長 ほかによろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがと

うございました。

暫時休憩いたします。

午前11時２分休憩

午前11時５分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

延期となっておりました県内調査につきまし

ては、正副委員長に一任ということで御異議ご

ざいませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他で何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって委員会

を終了いたします。お疲れさまでした。

午前11時６分閉会
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